
あそび家 定款・規約 
 
第 1 条(⽬的)  
本会は、彦根市及び滋賀県に住む児童や住⺠との交流及びサポートを⽬的とする。 
 
第 2 条(名称) 
 本会の名称を以下のとおりとする。  
あそび家 
 
第 3 条(設⽴⽇)  
本会の設⽴⽇を以下のとおりとする 2019 年 7 ⽉ 1 ⽇ 
 
第 4 条(所在地)  
本会の事務所を以下に置く。なお、事務所を本会の住所地とする  
〒522-0088 滋賀県彦根市銀座町 6-10 平和堂彦根銀座店内 
 
第 5 条(会員) 
1 この会の会員は、本会の⽬的に賛同し、⼊会登録を⾏った者とする。 第 6 条(役員) 
この会に以下の役員を置く。 
代表理事 1 名 村⽥⼤河 
理事 1 名 野瀬純⼀ 
監査役 1 名漢⾒覚恵 
顧問 1 名南出吉祥 
 
 
第 8 条(運営) 
本会は、第 1 条の⽬的を達成するために、次の活動を⾏う。 
1 学習⽀援・⼦ども⾷堂・交流活動を通じて、児童へのサポートを⾏う。  
2 運営に関する事項は会員の過半数の賛成でこれを決する。 
  
第 9 条(⼊会)  
本会への⼊会を希望する者は、⼊会申請書を代表あてに提出し、⾯接を経て、代表及び過 半
数の会員による承認を得るものとする。18 歳以下の者は保護者の承認も必要とする。 
 
第 10 条(退会) 



1 会員は、退会届を代表に 提出し任意に退会することができる。 
2 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。 (1) 本⼈が死亡
したとき 
 
第 11 条(会員資格の抹消)  
本会会員が次の各号に該当することになった場合は、代表⼜は過半数の会員による決定に 
より登録を抹消することができる。 
(1)会員との連絡が無断で絶たれた場合 
(2)5 年以上活動実績がない場合。但し、休会届を提出した場合は、この限りでない。 
 (3)触法⾏為を⾏なった場合。公安機関に逮捕され、起訴された場合。 
 (4)会員としてふさわしくないと認められる事態が発⽣した場合 
 
第 12 条(設⽴年⽉⽇) 
本会は、令和元年 7 ⽉ 1 ⽇をもって設⽴とする。 
 
第 13 条(規約改正)  
本会の運営に規約改正が必要な場合は、会員の話し合いにより定める。 
 
第 14 条 (総 会)  
この会の定時総会は事業年度終了後に開催し、必要のつど臨時総会を開くことができる。 1 
総会の招集は会⻑が⾏う。 
2 総会の議⻑は会⻑が務める。 
3 会員は必要に応じて、議決事項を提⽰して臨時総会の招集を請求することができる。 
4 総会は会員の 2 分の 1 以上の者が出席しなければ、会議を開き議決することはできな 
い。 
但し書⾯表決書または委任状をもって出席とみなすことができる。 
5 議案の決議は出席者の過半数の賛成でこれを決し、可否同数のときは議⻑の決するとこ 
ろによる。 
  
6 総会の決議事項及び報告事項は、次のとおりとする。 
 (1)規約の改正に関する事項  
(2)会員の加⼊及び脱退に関する事項 
 (3)事業報告及び決算、事業計画及び予算 
(4)役員の改選  
(5)その他必要と認めた事項 
附則 



1. この規約は、彦根⼦どもサポートネットワーク 設⽴⽇である令和元年 7 ⽉ 1 ⽇より 
施⾏する 
2. この規約の変更は令和 5 年 3 ⽉ 17 ⽇より施⾏する 
3.この規約の変更は令和 7 年 4 ⽉ 1 ⽇より施⾏する 
 
この規約の記載内容について、事実と相違ないことを証明します。 
 
 令和 7 年 4 ⽉ 1 ⽇ 
(住所) 滋賀県彦根市銀座町 6-10 平和堂彦根銀座店内 
(団体名)あそび家 
代表理事 村⽥⼤河   印 
 


